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日本年金機構理事長 殿 

 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官  

（  公  印  省  略  ）  

 

 

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 155 号。以下

「改正省令」という。）（別添）が本日付けで公布及び施行される。 

改正省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏なきようお取りはからい願いたい。 

 

記  

 

１．改正省令の趣旨 

厚生年金保険法施行規則（昭和 29年厚生省令第 37号）第 15条の規定に基づき、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格取得届により、被保険者の資格の取得に関する事項を

日本年金機構に届け出ることとされている。この場合において、日本国籍を有しない者

が厚生年金保険の被保険者資格を取得した際は、ローマ字氏名届（様式第７号の３）の添

付を求めている。 

今般、当該届について効率的なシステム処理を行うため、当該様式を改正する。 

 

２．改正省令の概要 

厚生年金保険法に基づく手続きにおいては、順次、様式を統一することによりシステ

ム処理の効率化を図っており、ローマ字氏名届（様式第７号の３）についても、同様に様

式を改める。また、これまで、日本国籍を有しない船員被保険者に係るローマ字氏名の届

出についても同様式を使用していたが、同じくシステム処理の効率化のため、船員被保

険者に係る厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届についても別途様式を定める。 

 その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

令和６年１月１日 
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様
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
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第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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過
措
置
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第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
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の
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令
に
よ
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改
正
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令
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取
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繕
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